上勝町福祉関連計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領
１ 趣旨
この要領は、上勝町が令和８年度に策定を予定している福祉関連計画について、各計画間の整合性を図りながら一体的に策定支援を行う事業者を、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するため、必要な事項を定めるものである。
計画策定にあたっては、人口減少や少子高齢化の進行、地域の担い手不足など、上勝町を取り巻く地域課題を踏まえ、地域共生社会の実現に向けた実効性の高い提案を求めるものとする。

２ 事業概要
（１）業務名
上勝町福祉関連計画策定支援業務
（２）対象計画
① 上勝町第２期地域福祉計画
② 上勝町第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画
③ 上勝町高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画
（３）業務内容
別紙「仕様書」のとおり

３ 委託期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで

４ 提案上限額
総額 １２，４６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

５ 選定方式
本業務の受託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式により実施する。
提出された企画提案書等について、提案内容、業務実施能力、業務実績、実施体制及び見積価格等を総合的に評価し、最も適した者を受託候補者として選定する。

６ 参加資格要件
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（1） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。
（2） 上勝町競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
（３）上勝町から指名停止措置を受けていない者であること。
（４）上勝町暴力団排除条例（令和元年9月20日条例第11号）第６条に該当しない者であること。
（５）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続を開始する申立ておよび民事再生法（平成11年法律第225条）の規定に基づく再生手続を開始する申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること。
（６）安定的かつ健全な財務能力を有し、本業務を円滑に遂行できること。
（７）過去５年以内に、徳島県内における福祉分野に関する計画策定支援業務を受注し、完了した実績を有していること。
（８）各計画間の整合性を図るため、全計画を一括して受託できること。
（９）提出書類に虚偽の記載がないこと。

７ 実施スケジュール
	項目
	期間等

	公告日
	令和８年６月１２日（金）

	質問書受付締切
	令和８年６月１６日（火）

	質問回答
	令和８年６月１８日（木）

	参加表明書及び企画提案書提出締切
	令和８年６月２６日（金）

	プレゼンテーション審査
	令和８年６月３０日（火）

	審査結果通知
	令和８年７月１日（月）

	契約締結
	令和８年７月３日（金）予定


※日程は変更する場合がある。

８ 質問の受付及び回答
　　実施要領、仕様書等に関して質問がある場合には、以下の方法で質疑書を提出すること。
（１）提出書類
質疑書（様式第３号）
（２）提出期限
公告日から令和８年６月１６日（火） 午後５時まで
（３）提出方法
電子メールにより、次の宛先まで送信した後、送信した旨の電話を住民課まで行うこと。
（４）提出先
上勝町役場　住民課
Mail： jumin@kamikatsu.i-tokushima.jp
（５）回答方法
令和８年６月１８日（木）午後５時までに、質問に対する回答は、上勝町ホームページに掲載する。

９ 参加表明書及び企画提案書の提出
（１）提出書類
①プロポーザル参加表明書（様式第１号）
　②会社概要
　③業務実績調書　
④誓約書（様式第２号）
⑤企画提案書（A4版・任意様式）
　⑥見積書（A4版・任意様式）
（２）提案内容
企画提案書には、次の内容を記載すること。
2 業務実施方針
3 計画策定手法
4 住民アンケート実施支援
5 各計画間の整合性確保手法
6 上勝町の地域特性を踏まえた提案
7 業務スケジュール
8 実施体制
（３）提出期限
令和８年６月２６日（金） 午後５時【必着】
（４）提出方法
持参又は郵送（郵送の場合は簡易書留郵便に限る。）
　　　※受付時間は、土曜日・日曜日、祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。
（５）提出部数
正本１部、副本６部

１１ プレゼンテーション及びヒアリング
（１）実施日時
令和８年６月３０日（火） 午前１０時から
（２）実施場所
上勝町役場
（３）審査体制
審査は、委員会が行う。
（４）所要時間
３０分以内（プレゼンテーション ２０分以内・質疑応答 １０分以内）
（５）参加人数
３人以内
（６）使用機器
パソコンを使用する場合は参加者が持参することとする。プロジェクター、HDMIケーブル、スクリーンは上勝町において準備する。



１２ 審査方法
（１）審査方法
　企画提案書等の審査及び評価は本町が設置する上勝町福祉関連計画策定支援業務プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）において実施するものとする。
（２）審査の観点
委員会は、提出された提案書等の書類審査のほか、ヒアリング等の結果も踏まえ、総合的な観点から受託候補者を選定するものとする。
受託候補者の選定は、次項の採点方法に基づき各委員の評価した点数により順位を付け、最低基準点以上で最も評価点の高い者を、委員会での審議の上、「最優秀提案者（受託候補者）」として決定し、次いで評価の高い提案者を「次点」として選定する。また、最低基準点以上で最も高い評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、同点となった全ての者について、委員会での審議によりその順位を決定し、順位が１位の者を「最優秀提案者（受託候補者）」とする。
　　　　なお、提案者が１者の場合であっても当該審査は実施することとし、審査における最低基準点（提案内容評価点の５割）以上の評価点を得た場合は、その提案者を受託候補者として選定する。
　　　　また、選定委員会の会議は非公開とする。
（３）評価点の採点方法
委員会において、次の評価項目に基づき、Ⅰ～Vの５段階で評価し、基準点と項目ごとに設定された配点とを乗じて各項目の評価点を算出する。
算出にあたっては、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までを求める。

（４）評価項目
	評価項目
	評価基準および評価の視点
	評価点

	提案内容
	①実施方針・手法 
計画を策定するための方針・手法が明示されているか
	１０点

	
	② 業務内容・実施体制 
基礎資料の作成、目標量の設定、策定委員会開催支援など仕様書に記載している業務内容を確実に実施できる能力を有すると認められるか
	２５点

	
	③ 工程計画 
業務の着手から計画書の作成までのスケジュールは、無理のない適切な工程となっているか
	１０点

	
	④ 提案内容 
現計画を分析し、次期計画のための課題を把握するための提案がなされているか。本町の特性や関連計画を把握した内容で、今後の圏域の施策や必要となるサービス等の提案が期待できるか。また、その提案に実現性があるか
イメージ図・イラスト・グラフ等を使用し、理解しやすい提案書となっており、計画策定においても本町の特性を踏まえた工夫が期待できるか
	３０点

	受注実績
	⑤業務実績 
福祉計画の策定支援業務受注実績
（※過去５年以内)
	２０点

	見積額
	⑥見積額 
 提案内容は予算額に見合ったものか
	５点



※１００点×委員数が総合点の満点となる。総合点の５０点×委員数を最低基準点とする。
	採点
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	基準
	非常に優れている
	優れている
	普通
	劣っている
	提案無し

	基準点
	1.00
	0.75
	0.50
	0.25
	0



１３ 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
（１）参加資格要件を満たさなくなった場合
（２）提出期限までに書類提出がない場合
（３）提出書類に虚偽記載があった場合
（４）提案上限額を超える見積を提出した場合
（５）審査の公平性を害する行為があった場合

１４ 契約手続
　審査により選定した最適な提案者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調整の上、地方自治法第２３４条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。
なお、プロポーザルの性質上、当該契約に当たり企画提案内容（見積内容を含む。）をもってそのまま契約するとは限らないので、留意すること。
また、最適な提案者と協議が整わない場合、又は最適な提案者が契約締結するまでの間に失格要件に該当した場合、次順位の提案者（次点）と協議できるものとする。

１５ その他留意事項
（１）本プロポーザルに要する費用は、全て提案者の負担とする。
（２）提出書類等は返却しないものとする。
（３）提出期限以後の書類の再提出、追加、差替は認めない。
（４）提出書類は、上勝町情報公開条例に基づき取り扱う。

１６ 担当部署
上勝町役場　住民課　担当：佐々木、宮繁、樫本
〒７７１－４５０１
徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯３番地１
TEL：０８８５－４６－０１１１
Mail：jumin@kamikatsu.i-tokushima.jp
